
 

福井市再生可能エネルギー農山漁村活性化協議会〈国見岳エリア A〉規約 

 

第 1 章 総則 

（名称） 

第１条 この協議会は、福井市再生可能エネルギー農山漁村活性化協議会〈国見岳エリアA〉

（以下「協議会」という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、福井県福井市大手３丁目１０番１号（福井市役所）に置く。 

（目的） 

第３条 協議会は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の

促進に関する法律（平成２５年法律第８１号。次条第１号において 「法」という。）第６

条第１項の規定に基づき、同法第５条第１項に規定する農林漁業の健全な発展と調和

のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基

本的な計画（以下「基本計画」という。）の作成及びその実施に関し必要な事項につ

いて協議を行うため設置する。 

（協議） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を協議する。 

（１） 法第５条第２項及び第３項に規定する基本計画の記載事項の内容 

① 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進

による農山漁村の活性化に関する方針 

② 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 

③ 前号に掲げる区域において整備する、地域資源を活かした再生可能エネルギー

発電設備の種類及び規模 

④ 再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて農林地の農林業上の効率的か

つ総合的な利用の確保を図る区域を定める場合にあっては、その区域及び当該

区域において実施する農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保

に関する事項 

⑤ 再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展

に資する取組に関する事項 

⑥ 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が担うべき役割に関する

事項 

⑦ 自然環境の保全との調和その他農山漁村における再生可能エネルギー電気の

発電の促進に際し配慮すべき事項 

（２） 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域における再生可能エネルギー

発電整備及び当該整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関

する協議会の構成員の役割分担 



 

（３） 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が農地法（昭和２７年法律第

２２９号）第５条第２項第１号ロに掲げる農地又は採草放牧地（農地法施行令（昭和

２７年政令第４４５号）第１３条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。）の転用を

含む設備整備計画を作成しようとする場合にあっては、当該設備整備計画に定めよ

うとする農林漁業の健全な発展に資する取組の内容 

（４） 再生可能エネルギー発電設備の撤去時における撤去費用の負担及びその確保の方

法、土地等の原状回復の方法その他再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状

回復に関する事項 

（５） 前各号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実施に関

すること 

  ２   前項の各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議することができる。 

（１） 災害時における病院、学校等公共施設への電力の優先供給等再生可能エネルギー

の活用方法 

（２） 地域の再生可能エネルギーファンドへの出資、地元企業による発電設備の設置工事

やメンテナンスの請負等再生可能エネルギー発電事業への農林漁業者等、地域住

民、地元の施工業者等の参加 

 

第２章 組織 

（協議会及び協議会の委員） 

第５条 協議会は、委員２０名以内をもって組織する。 

  ２   委員は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１） 学識経験者 

（２） 地域住民 

（３） 農林漁業団体の代表者 

（４） 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者 

（５） 行政職員 

（６） 前各号に掲げる者のほか、協議会が必要と認める者 

  ３   前項第４号に該当する者は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法（平成２３年法律第１０８号。）第９条の規定に基づく認定を受けた事業

者であること。 

  ４   協議会の業務を円滑に行うため、再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区

域ごとに、必要と認める者により構成する。 

５   委員は、市長が委嘱し、又は任命する。 

６   委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

７   補欠又は増員された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

 



 

（役員の定数及び選任） 

第６条 協議会に次の役員を置く。 

（１） 会長   １名 

（２） 副会長 １名 

（３） 監事   ２名 

  ２   前項の役員は、第５条の委員の中から互選により選任する。 

  ３   会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。 

（役員の職務） 

第７条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。 

  ２   副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたと

きは、その職務を行う。 

  ３   監事は、協議会の会計を監査する。また監事は、監査を行ったときは、その結果を協議

会に報告しなければならない。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、２年とし、再任を妨げないものとする。 

  ２   補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

（任期満了又は辞任の場合） 

第９条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの

間は、なおその職務を行うものとする。 

（役員の解任） 

第１０条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、協議会の会議（以下「会

議」という。）の承認を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議

会は、その会議の開催の日の１０日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって

通知し、承認の前に弁明する機会を与えるものとする。 

（１） 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 

（２） 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。 

 

第３章 会議 

（会議の招集） 

第１１条 会議（は、会長が招集し、会議の議長となる。 

  ２   会長は、委員の３分の 1 以上の者から会議の請求があるときは、会議を招集しなけれ

ばならない。 

  ３   会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に附すべき事項

をあらかじめ委員に通知しなければならない。 

 

 



 

（会議の運営） 

第１２条 会議は、委員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。 

  ２   委員は、都合により会議を欠席する場合、あらかじめ会長に代理の者を報告することに

より、代理の者を出席させることができる。 

３   会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

  ４   会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又

は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 

（議事録） 

第１３条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２    議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。 

（１） 開催日時及び開催場所 

（２） 委員の現在数、当該会議に出席した委員数及び当該会議に出席した委員の氏名 

（３） 議案 

（４） 議事の経過の概要及びその結果 

  ３   議事録は原則として公表することとし、ホームページ等に掲示することによりこれを行う。

ただし、個人情報、法人その他の団体や個人の営業に関する情報等であって、公表され

た場合、特定の者に不利益が生ずるおそれがあるものは非公表とするものとする。 

（協議結果の尊重義務） 

第１４条 会議において協議が調った事項については、協議会の委員は、その協議結果を尊重

しなければならない。 

 
第４章 事務局 

（事務局） 

第１５条 協議会の業務を執行するため、事務局を福井市農林水産部林業水産課内に置く。 

  ２   協議会は、業務の適正な執行のため、事務局長を置く。 

  ３   事務局長は、林業水産課長とする。 

  ４   協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。 

（書類及び帳簿の備付け） 

第１６条 協議会は、第２条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなけ

ればならない。 

（１） 協議会規約及び前条各号に掲げる規定 

（２） 役員等の氏名及び住所を記載した書面 

（３） 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿 

（４） その他前条各号に掲げる規定に基づく書類及び帳簿 

 



 

第 5 章 会計 

（事業年度） 

第１７条 協議会の事業年度は、毎年４月１日始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第 6 章 協議会規約の変更、協議会が解散した場合の措置等 

（規約の変更等） 

第１８条 この規約を変更する場合には、会議において出席者の承認を経るものとする。 

  ２    基本計画の一部変更等に伴い、委員を除名し規約変更する場合は、第１０条に準じ、

会議の承認を必要とする。 

（協議会の解散） 

第１９条 協議会を解散する場合は、委員の４分の３以上の同意を得なければならない。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第２０条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であ

った者がこれを決算する。 

 

第７章 雑則 

（細則） 

第２１条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定

める。 

附則 

（施行期日） 

   １   この規約は、令和２年５月２８日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

   １   この規約は、令和６年６月２４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


